
部活動（条件付き）の再会について 

 

令和 2 年 3 月 27 日付け奈良県教育委員会による新型コロナウイルス感染症に対応した

県立学校再開方針に基づき、令和 2年 4 月 1 日から御所実業高等学校における教育活動の

一部、部活動を再開します。 

 

再開に当たっては 

①換気の徹底 

②人が密集しないように配慮  

③近距離での会話等を避ける 

等の配慮を行います。 

 

また、感染対策として、多人数との接触を避けるため、他校との練習試合及び合同練習並

びに合宿、遠征、演奏会、展覧会等は中止又は延期します。 

健康観察の徹底として、家庭との連携した健康観察を徹底し、発熱等の症状が見られるとき

は、部活動への参加は見合わせ、自宅療養とします。 

 

その他細部について顧問の指示に従ってください。 

さらに、練習時間の制限(平日 2時間、休日3時間程度) 

休養日の確保 (平日 1日以上、休日 1日以上) を行います。 

部活動への参加については、生徒や保護者の意向を尊重し、強制しません。それぞれのおか

れる現状や環境等を優先してください。 

 

4 月当初の学校行事については、4月 2日以降に連絡します。マ・メールやホームページ

に注意してください。 

コロナウイルス感染拡大が懸念される現状です。特に都市部等での感染拡大の報道され

ています。部活動の再開、一部教育活動が再開されますが、今後新たな局面を迎え、部活動

を含めた教育活動の停止等が教育委員会から指示されることも考えられます。学校からの

連絡に留意してください。 

令和2年 3月 31日 

     奈良県立御所実業高等学校 


